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課長級職員・担当職員

上記職員以外の全職員

災害対策本部設置（メセナ３階会議室１・２）

特命班による災害応急対策業務（メセナ集会室）

※医療救護活動拠点を併設

災害対策本部設置

災害応急対策業務

通常業務へ移行

災害応急対策業務（メセナ館内で待機）

優先度の高い通常業務

被災者支援業務（罹災証明書発行業務等）

通常業務へ移行

・メセナ事業

通常業務へ移行

・駅前出張所事業

・アネックス事業

通常業務へ移行

・楽習館事業

被災者支援業務
仮庁舎へ

移転

本部の指示

により優先

度の高い通

常業務再開

優先度の高い通常業務

優先度の高い通常業務

業務継続拠点（代替）

施設へ移転
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